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議案概要・審議結果 議案概要

　12
月
定
例
会
は
、
11
月
27
日
か
ら
12
月
11
日
ま
で
の
15

日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。
町
長
か
ら
提
出
さ
れ
た

28
議
案
（
平
成
29
年
度
決
算
7
議
案
を
含
む
）
は
、
す
べ

て
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
一
般
質
問
で
は
、

12
人
の
議
員
が
町
政
に
対
し
質
問
し
ま
し
た
。

　
町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
健
勝
に
て
新
年

を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
平
素

は
、
伊
奈
町
議
会
に
特
段
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
こ
こ
数
年
、
全
国
各
地
で
、
地
震
や
台
風
な
ど
の
自
然

災
害
が
猛
威
を
ふ
る
い
、
多
く
の
犠
牲
者
と
農
作
物
等
へ

の
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。
今
年
こ
そ
、
穏

や
か
で
実
り
多
き
一
年
に
な
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
念
じ

て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
議
会
と
し
ま
し
て
は
、
町
民
の
暮
ら
し
の
安
全
と
安
心

を
守
る
た
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
課

題
の
解
決
に
真

摯
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま

す
。
よ
り
一
層

の
ご
支
援
ご
協

力
を
賜
り
ま
す

よ
う
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　
本
年
が
、
町

民
の
皆
様
に
と

っ
て
、
輝
か
し

い
一
年
と
な
り

ま
す
よ
う
、
ご

祈
念
申
し
上
げ

ま
す
。

　
現
在
、
18
歳
ま
で
支
給
さ
れ

て
い
る
伊
奈
町
子
ど
も
医
療
費

の
保
護
者
の
所
得
制
限
は
、
平

成
31
年
4
月
1
日
か
ら
な
く
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、
町
税
等
の
完
納
が
条

件
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
未

就
学
児
が
対
象
と
な
る
保
護
者

は
除
き
ま
す
。
平
成
32
年
4
月

1
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

公職選挙法の規定により、選挙区内に年賀状などを出すことが禁じられていますので、議員個人としての年賀状は失礼させていただきました。

所
得
制
限
が
な
く
な
り

税
の
完
納
が

条
件
と
な
り
ま
す

所
得
制
限
が
な
く
な
り

税
の
完
納
が

条
件
と
な
り
ま
す

謹
賀
新
年伊奈

町
議
会
議
長

　佐
藤
弘
一

所得制限が
　　なくなります
所得制限が
　　なくなります

も
う 

い

子ども
医療費
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議案概要・審議結果 議案概要
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な
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所得制限が
　　なくなります

も
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い

子ども
医療費

議案番号等 議案名等と主な内容 審議結果

町
長
提
出
議
案

人
事

第58号
議案

公平委員会の委員の選任について
◦公平委員会の委員の馬橋繁氏の任期が平成30年12月21日で満了となるが、同氏を再選任する。

全会
一致 同意

補
正
予
算

第59号
議案

平成30年度伊奈町一般会計補正予算（第4号） 
◦歳入歳出各17,340千円を追加し、補正後総額を歳入歳出各11,620,199千円とする。主なものとし

て歳入では財政調整基金繰入金の増額、歳出では人事院勧告による給与改定等に伴う給与費等。

全会
一致

原案
可決

第60号
議案

平成30年度伊奈町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）
◦歳入歳出各200千円を追加し、補正後総額を歳入歳出各4,362,899千円とする。給与改定等。

全会
一致

原案
可決

第61号
議案

平成30年度伊奈町公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）
◦歳入歳出各500千円を追加し、補正後総額を歳入歳出各991,251千円とする。給与改定等。

全会
一致

原案
可決

第62号
議案

平成30年度伊奈町中部特定土地区画整理事業特別会計補正予算（第2号） 
◦歳入歳出各350千円を追加し、補正後総額を歳入歳出各156,402千円とする。給与改定等。

全会
一致

原案
可決

第63号
議案

平成30年度伊奈町介護保険特別会計補正予算（第2号）
◦歳入歳出各550千円を追加し、補正後総額を歳入歳出各2,428,946千円とする。給与改定等。

全会
一致

原案
可決

第64号
議案

平成30年度伊奈町水道事業会計補正予算（第2号）
◦水道事業費用は営業費用262千円増額して1,016,642千円とする。給与改定等。

全会
一致

原案
可決

条
例

第65号
議案

議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例
◦議会の議員の期末手当の支給率を改定する。職員の手当の変更に準ずるもの。

全会
一致

原案
可決

第66号
議案

町長及び副町長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正す
る条例
◦町長、副町長及び教育長の期末手当の支給率を改定する。職員の手当の変更に準ずるもの。

全会
一致

原案
可決

第67号
議案

伊奈町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
◦人事院及び埼玉県人事委員会の勧告等に鑑み、伊奈町職員の給与の改定を行う。国家公務員の

給与改定に準じて行うもの。

全会
一致

原案
可決

補
正
予
算

第68号
議案

平成30年度伊奈町一般会計補正予算（第5号）
◦歳入歳出各128,790千円を追加し、補正後総額を歳入歳出各11,748,989千円とする。主なもの

として債務負担行為の追加、及び歳入では特定地域型保育事業給付費負担金、財政調整基金繰
入金の増額など、歳出では障害者自立支援給付費、私立保育園保育委託料の増額など。

全会
一致

原案
可決

第69号
議案

平成30年度伊奈町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）
◦歳入歳出各3,103千円を追加し、補正後総額を歳入歳出各4,366,002千円とする。主なものとし

て歳入では国民健康保険財政調整基金繰入金の増額など、歳出では生活習慣病重症化予防対策
事業負担金の増額など。

全会
一致

原案
可決

第70号
議案

平成30年度伊奈町水道事業会計補正予算（第3号）
◦債務負担行為の追加。徴収事務等業務委託と浄水場・排水場運転管理業務委託を複数年契約する。

全会
一致

原案
可決

条
例

第71号
議案

伊奈町立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例
◦町立保育所の職員配置の規定について実情に合わせて見直す。調理業務を外部委託している実

情に合わせるもの。

全会
一致

原案
可決

第72号
議案

伊奈町子ども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例
◦子ども医療費支給に関し所得制限を廃止し、医療費の審査及び支払いに関する事務を委託する

ことができるようにするとともに、税の完納要件及び申告要件を導入する。
注 原案

可決

第73号
議案

伊奈町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例
◦ひとり親家庭等の医療費の審査及び支払いに関する事務を委託することができるようにするた

め。社会保険診療報酬支払基金埼玉支部等の審査支払機関に委託する方式を追加する。

全会
一致

原案
可決

第74号
議案

伊奈町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
◦国民健康保険事業の健全な運営を図るため、国民健康保険税の課税限度額を改正する。89万円

から93万円に改める。

全会
一致

原案
可決

〈12月定例会〉議案一覧及び審議結果

4ページにつづく
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質疑･決算 議案概要･審議結果･討論

第
72
号
議
案

伊
奈
町
子
ど
も
医
療
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
75
号
議
案

伊
奈
町
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

  

反
対
討
論

　
　五
味
雅
美

 

　
所
得
制
限
撤
廃
は
賛
成
だ

が
、
税
の
完
納
要
件
導
入
に

反
対
。
最
も
援
助
が
必
要
な

滞
納
者
を
追
い
込
み
、
子
ど

も
の
命
と
健
康
に
か
か
わ
る
。

条
例
の
目
的
に
も
反
し
、
完

納
要
件
は
こ
の
よ
う
な
影
響

に
配
慮
し
て
行
う
べ
き
だ
。

  

反
対
討
論

　
　青
木
久
男

　
子
ど
も
の
健
康
と
福
祉
の

増
進
が
目
的
の
子
ど
も
医
療

費
支
給
に
小
学
校
一
年
生
か

ら
一
律
に
町
税
の
完
納
要
件

を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
わ

け
だ
が
い
わ
ゆ
る
弱
者
救
済

に
明
確
な
指
針
が
示
さ
れ
な

い
ま
ま
な
の
で
反
対
す
る
。

  

賛
成
討
論

　
　戸
張
光
枝

　
高
校
生
世
代
に
導
入
の
所

得
制
限
の
廃
止
は
公
平
な

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
で
高
く
評

価
。
決
済
方
式
の
改
正
も
、

経
費
縮
減
で
必
要
。
完
納
要

件
導
入
は
、
税
負
担
の
公
平

性
確
保
で
理
解
す
る
が
、
基

準
の
明
確
化
が
重
要
で
あ
る
。

　
討
論
と
は
、
議
題
に
対
し

て
賛
成
ま
た
は
反
対
の
意
見

表
明
を
す
る
こ
と
で
す
が
、

単
に
賛
否
の
意
思
表
示
だ
け

で
な
く
、
そ
の
理
由
を
明
確

に
述
べ
、
自
己
の
意
見
に
賛

同
を
促
す
目
的
で
論
議
す
る

こ
と
で
す
。

　「
討
論
交
互
の
原
則
」
が

あ
り
ま
す
。
公
平
に
討
論
す

る
た
め
に
同
趣
旨
の
発
言
が

重
な
ら
な
い
よ
う
、
議
題
の

提
案
や
報
告
に
反
対
の
発
言

か
ら
始
め
、
順
次
前
の
発
言

に
反
対
の
意
見
を
交
互
に
行

う
ル
ー
ル
で
す
。

  

反
対
討
論

　
　五
味
雅
美

 

　
県
が
助
成
制
度
に
所
得
制

限
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
る

も
の
。
実
施
時
期
の
ず
れ
は

あ
る
が
、
町
が
負
担
し
て
い

た
部
分
も
廃
止
す
る
。
高
額

所
得
と
は
言
え
な
い
基
準
で
、

難
病
を
患
い
な
が
ら
懸
命
に

働
く
人
に
負
担
を
強
い
る
。

  

賛
成
討
論

　
　栗
原
惠
子

　
医
療
費
の
審
査
お
よ
び
支

払
事
務
の
委
託
は
経
費
の
削

減
等
が
見
込
ま
れ
る
。
ま
た

所
得
の
高
い
方
に
は
医
療
費

を
負
担
し
て
頂
き
、
重
い
障

害
を
持
つ
方
が
安
心
し
て
医

療
を
受
け
ら
れ
る
医
療
費
助

成
の
安
定
的
運
営
を
願
う
。

討

　
　論

第
72
号
議
案

伊
奈
町
子
ど
も
医
療
費
支
給

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

問

　納
税
相
談
の
周
知
方
法

は
。

答

　広
報
い
な
10
月
号
の
特

集
で
取
り
上
げ
、
納
税
相
談

に
つ
い
て
も
掲
載
し
て
い

る
。
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

窓
口
で
も
、
休
日
開
庁
や
平

日
相
談
日
の
案
内
を
し
て
い

る
。
ま
た
、
電
話
等
で
の
連

絡
が
あ
れ
ば
、
随
時
納
税
相

談
を
受
け
つ
け
て
い
る
。
今

後
、
受
給
者
へ
の
個
別
の
案

件
通
知
も
検
討
し
て
い
る
。

問

　親
の
滞
納
で
子
ど
も
が

受
診
で
き
ず
、
悪
化
し
た
場

合
の
対
処
は
考
え
て
い
る
か
。

答

　医
療
機
関
受
診
の
際

の
、
一
部
負
担
金
を
支
払
う

こ
と
が
困
難
な
状
況
に
な
る

前
に
、
滞
納
の
解
消
に
向
け

て
納
税
相
談
を
受
け
て
、
子

ど
も
医
療
費
の
支
給
停
止
に

な
ら
な
い
よ
う
に
対
応
を
お

願
い
し
た
い
。

問

　今
回
の
条
例
は
、
収
納

率
を
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
改

正
す
る
の
か
。

答

　今
回
の
条
例
改
正
は
、

収
納
率
を
ア
ッ
プ
す
る
た
め

の
も
の
で
は
な
い
。

　税
負
担
の
公
平
性
の
観
点

か
ら
、
完
納
要
件
を
導
入
し

た
い
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
条
例
改
正
は
、

　
　収
納
率
ア
ッ
プ
の
た
め
か

中
原
敦
子  

議
員

な
か
は
ら
あ
つ 

こ

議
案
に
対
す
る
質
疑

　町
長
提
出
議
案
に
対
し
、
1
名
の
議
員
が

質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
概
要
を
質
問
者

が
ま
と
め
、
報
告
し
ま
す
。

●答

●問

●答 ●問●答 ●問

平成29年度 決算平成29年度 決算

医療費の心配をせずに、子どもを受診
させることは、とてもありがたいことです

賛否がわかれた議案の審議結果 ○…賛成　　●…反対　　欠…欠席

議員名

議案名

栗
原
　
惠
子

戸
張
　
光
枝

藤
原
　
義
春

五
味
　
雅
美

上
野
　
尚
德

中
原
　
敦
子

齋
藤
　
照
夫

奥
田
と
み
子

上
野
　
克
也

加
藤
　
利
明

水
上
　
邦
雄

大
沢
　
　
淳

佐
藤
　
弘
一

青
木
　
久
男

村
山
　
正
弘

山
本
　
重
幸

結
果

第72号議案 伊奈町子ども医療費支給に関する条例の一部を改
正する条例 ○ ○ ○ ● ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ● ● － ● ○ ○ 原案

可決

第75号議案 伊奈町重度心身障害者医療費支給条例の一部を改
正する条例 ○ ○ ○ ● ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ● ● － ○ ○ ○ 原案

可決

（注）議長「ー」は議事進行を行うため、賛否表明はしません

議案番号等 議案名等と主な内容 審議結果

町
長
提
出
議
案

条
例

第75号
議案

伊奈町重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例
◦重度心身障害者医療費支給に関し所得制限を導入するとともに、医療費の審査及び支払いに関

する事務を委託することができるようにする。
注 原案

可決

第76号
議案

伊奈町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
◦新たな財源確保を図るため、伊奈町制施行記念公園内に広告を表示することについての使用料

を定める。年額2万円/㎡とする。

全会
一致

原案
可決

認
定

第77号
議案

町道路線の認定について
◦町道4357路線（小室字別所3047番地1～小室字志久4692番1）は、一般交通の用に供するた

め、新たに町道として認定する。県からの要請によるもので、県で工事している伊奈中央線の
650ｍが完成後に振替えるため。

全会
一致

原案
可決

そ
の
他

第78号
議案

公の施設の指定管理者の指定について
◦ふれあい福祉センターの施設管理業務について、指定管理者の指定をする。引き続き「社会福

祉法人伊奈町社会福祉協議会」を指定管理者とする。

全会
一致

原案
可決

（注）全会一致でないものは下記のとおり、全会一致のものは議員ごとの賛否の表示は省略します
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第
72
号
議
案

伊
奈
町
子
ど
も
医
療
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
75
号
議
案

伊
奈
町
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

  

反
対
討
論

　
　五
味
雅
美

 

　
所
得
制
限
撤
廃
は
賛
成
だ

が
、
税
の
完
納
要
件
導
入
に

反
対
。
最
も
援
助
が
必
要
な

滞
納
者
を
追
い
込
み
、
子
ど

も
の
命
と
健
康
に
か
か
わ
る
。

条
例
の
目
的
に
も
反
し
、
完

納
要
件
は
こ
の
よ
う
な
影
響

に
配
慮
し
て
行
う
べ
き
だ
。

  

反
対
討
論

　
　青
木
久
男

　
子
ど
も
の
健
康
と
福
祉
の

増
進
が
目
的
の
子
ど
も
医
療

費
支
給
に
小
学
校
一
年
生
か

ら
一
律
に
町
税
の
完
納
要
件

を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
わ

け
だ
が
い
わ
ゆ
る
弱
者
救
済

に
明
確
な
指
針
が
示
さ
れ
な

い
ま
ま
な
の
で
反
対
す
る
。

  

賛
成
討
論

　
　戸
張
光
枝

　
高
校
生
世
代
に
導
入
の
所

得
制
限
の
廃
止
は
公
平
な

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
で
高
く
評

価
。
決
済
方
式
の
改
正
も
、

経
費
縮
減
で
必
要
。
完
納
要

件
導
入
は
、
税
負
担
の
公
平

性
確
保
で
理
解
す
る
が
、
基

準
の
明
確
化
が
重
要
で
あ
る
。

　
討
論
と
は
、
議
題
に
対
し

て
賛
成
ま
た
は
反
対
の
意
見

表
明
を
す
る
こ
と
で
す
が
、

単
に
賛
否
の
意
思
表
示
だ
け

で
な
く
、
そ
の
理
由
を
明
確

に
述
べ
、
自
己
の
意
見
に
賛

同
を
促
す
目
的
で
論
議
す
る

こ
と
で
す
。

　「
討
論
交
互
の
原
則
」
が

あ
り
ま
す
。
公
平
に
討
論
す

る
た
め
に
同
趣
旨
の
発
言
が

重
な
ら
な
い
よ
う
、
議
題
の

提
案
や
報
告
に
反
対
の
発
言

か
ら
始
め
、
順
次
前
の
発
言

に
反
対
の
意
見
を
交
互
に
行

う
ル
ー
ル
で
す
。

  

反
対
討
論

　
　五
味
雅
美

 

　
県
が
助
成
制
度
に
所
得
制

限
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
る

も
の
。
実
施
時
期
の
ず
れ
は

あ
る
が
、
町
が
負
担
し
て
い

た
部
分
も
廃
止
す
る
。
高
額

所
得
と
は
言
え
な
い
基
準
で
、

難
病
を
患
い
な
が
ら
懸
命
に

働
く
人
に
負
担
を
強
い
る
。

  

賛
成
討
論

　
　栗
原
惠
子

　
医
療
費
の
審
査
お
よ
び
支

払
事
務
の
委
託
は
経
費
の
削

減
等
が
見
込
ま
れ
る
。
ま
た

所
得
の
高
い
方
に
は
医
療
費

を
負
担
し
て
頂
き
、
重
い
障

害
を
持
つ
方
が
安
心
し
て
医

療
を
受
け
ら
れ
る
医
療
費
助

成
の
安
定
的
運
営
を
願
う
。

討

　
　論

第
72
号
議
案

伊
奈
町
子
ど
も
医
療
費
支
給

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

問

　納
税
相
談
の
周
知
方
法

は
。

答

　広
報
い
な
10
月
号
の
特

集
で
取
り
上
げ
、
納
税
相
談

に
つ
い
て
も
掲
載
し
て
い

る
。
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

窓
口
で
も
、
休
日
開
庁
や
平

日
相
談
日
の
案
内
を
し
て
い

る
。
ま
た
、
電
話
等
で
の
連

絡
が
あ
れ
ば
、
随
時
納
税
相

談
を
受
け
つ
け
て
い
る
。
今

後
、
受
給
者
へ
の
個
別
の
案

件
通
知
も
検
討
し
て
い
る
。

問

　親
の
滞
納
で
子
ど
も
が

受
診
で
き
ず
、
悪
化
し
た
場

合
の
対
処
は
考
え
て
い
る
か
。

答

　医
療
機
関
受
診
の
際

の
、
一
部
負
担
金
を
支
払
う

こ
と
が
困
難
な
状
況
に
な
る

前
に
、
滞
納
の
解
消
に
向
け

て
納
税
相
談
を
受
け
て
、
子

ど
も
医
療
費
の
支
給
停
止
に

な
ら
な
い
よ
う
に
対
応
を
お

願
い
し
た
い
。

問

　今
回
の
条
例
は
、
収
納

率
を
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
改

正
す
る
の
か
。

答

　今
回
の
条
例
改
正
は
、

収
納
率
を
ア
ッ
プ
す
る
た
め

の
も
の
で
は
な
い
。

　税
負
担
の
公
平
性
の
観
点

か
ら
、
完
納
要
件
を
導
入
し

た
い
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
条
例
改
正
は
、

　
　収
納
率
ア
ッ
プ
の
た
め
か

中
原
敦
子  

議
員

な
か
は
ら
あ
つ 

こ

議
案
に
対
す
る
質
疑

　町
長
提
出
議
案
に
対
し
、
1
名
の
議
員
が

質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
概
要
を
質
問
者

が
ま
と
め
、
報
告
し
ま
す
。

●答

●問

●答 ●問●答 ●問

平成29年度 決算平成29年度 決算

医療費の心配をせずに、子どもを受診
させることは、とてもありがたいことです

議案番号等 議案名 審議結果

町
長
提
出
議
案

決
算

認定第 1 号 平成29年度伊奈町一般会計歳入歳出決算認定について 全会一致 認定
認定第 2 号 平成29年度伊奈町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 全会一致 認定
認定第 3 号 平成29年度伊奈町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 全会一致 認定
認定第 4 号 平成29年度伊奈町中部特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 全会一致 認定
認定第 5 号 平成29年度伊奈町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 全会一致 認定
認定第 6 号 平成29年度伊奈町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 全会一致 認定
認定第 7 号 平成29年度伊奈町水道事業会計決算認定について 全会一致 認定

審議結果

会計別の決算額
会　計　名 歳　入 歳　出

一 般 会 計 114 億 110 万円 109 億 7648 万 9 千円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 51 億 1955 万 1 千円 47 億 4671 万 8 千円
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 9 億 3267 万 1 千円 9 億 958 万 9 千円
中 部 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 8450 万 9 千円 6917 万 3 千円
介 護 保 険 特 別 会 計 23 億 8297 万 8 千円 23 億 24 万 4 千円
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 3 億 6128 万 6 千円 3 億 5992 万円

水 道 事 業 会 計
公 益 的 収 支 10 億 8853 万 3 千円 9 億 6358 万 1 千円
資 本 的 収 支 5309 万 6 千円 5 億 4587 万 5 千円

（注）水道事業会計：収支に対して不足する額は「過年度分損益勘定留保資金」、「減債積立金」等で補てん

決算内容は6ページにつづく


